
 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２６年３月２５日 

京都市教育委員会   

委員長 藤原勝紀   

京都市教育委員会規則第２７号 

   京都市図書館の組織及び運営に関する規則 

 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。 

第１条 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第１章，第２章及び第３章の章名を削る。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１条関係） 

区     分 開 館 時 間 休   館   日 

中央図

書館 

成人図書室及

び参考図書室 

午前１０時から午後８時３０

分まで。ただし，日曜日，土

曜日，国民の祝日に関する法

律に規定する休日（以下「休

日」という。）及び１２月２８

日については，午前１０時か

ら午後５時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

  火曜日（火曜日が休日

に当たるときは，その日

後最初に到来する休日で

ない日） 

  １月１日から同月４日

まで及び１２月２９日か

ら同月３１日まで 

  図書館資料の整理等の

ために必要な期間として 

児童図書室 午前１０時から午後５時まで 

 岩倉図書館，

東山図書館，

吉祥院図書

館，向島図書

館，醍醐図書

館及び久我の

もり図書館 

午前１０時から午後５時まで。

ただし，月曜日及び木曜日（こ

れらの日が休日又は１２月２

８日に当たる場合を除く。）に

ついては，午前１０時から午

後７時まで 

 

 

 

 

分 館 

 
午前１０時から午後７時３０

分まで。ただし，日曜日，土  



 

その他の分館 曜日，休日及び１２月２８日

については，午前１０時から

午後５時まで 

年間１５日以内で教育長

が定める期間  

 

右京中央図書館，伏見

中央図書館及び醍醐中

央図書館 

午前１０時から午後８時３０

分まで。ただし，日曜日，土

曜日，休日及び１２月２８日

については，午前１０時から

午後５時まで 

第２条 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。 

  別表中「午前１０時」を「午前９時３０分」に改める。 

   附 則 

 この規則中第１条の規定は平成２６年４月１日から，第２条の規定は同年６月１日から

施行する。 

（教育委員会事務局生涯学習部） 


